
 

 

 

 

 

  納税協会では、適正な申告納税の推進を図るため、個人事業者の方を対象にした税理

士による令和４年分の確定申告の無料相談を行います。 

  会員限定の無料相談となっていますので、是非ご利用ください。 

  無料相談は下記の２日間となっていますので、ご希望の日時でお申し込みください。 

  なお、申し込み多数の場合は、先着順とさせていただきますのでご了承ください。 

 

記 

 

 

  １ 日  時 

   ① 令和５年３月８日（水）９時 30分～16時まで 

   ② 令和５年３月９日（木）９時 30分～16時まで 

     両日とも相談時間は 30分から１時間程度で、受付最終時間は 15時 

   

  ２ 場  所 

    近江八幡商工会議所 ２階相談室 

    近江八幡市桜宮町 231番地の２ ℡0748-33-4121（近江八幡納税協会代表） 

 

  ３ 指導担当者 

    近畿税理士会 近江八幡支部所属税理士  

   

  ４ その他 

    申告相談に当たっては、前年分の申告書控えなど申告書作成に必要と思われる資

料等をご持参ください（国税庁ホームページ「令和４年分 確定申告特集」を参照）。 

 

 

公益社団法人 近江八幡納税協会 行き（ＦＡＸ：0748-36-8415） 

３月８日（水） 9:30～ 10:30～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 

３月９日（木） 9:30～ 10:30～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 

  （ご希望の日時に〇をつけてください。） 

  

  事業所名                                    

 

  氏  名                  ℡                 

 

 〈注記〉新型コロナ感染症拡大の状況次第で、中止させていただく場合がありますことをご了承ください。 

「令和４年分の確定申告の無料相談」のお知らせ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
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